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効果報告の手引き

効果報告の手引きについて
本手引きは、補助金の交付を受け効果報告の対象となった補助事業者が、効果報告を行う際の手続きや注意点について記載
しています。本事業において補助金の交付を受けた事業者は、補助事業の完了後３年の間、過去１年間の当該補助事業の事
業実施効果等についての報告が義務付けられています。受付期間内に効果報告を提出してください。
なお、効果報告が完了しない場合、交付決定の取消しとなり補助金の一部または全部の返還を求めることがあります。
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中小企業省力化投資補助金の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１
７９号。以下「適正化法」という。）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２
５５号。以下「施行令」という。）、独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平成１４年法律第１４７号）及びその他
の法令の定めによるほか、交付規程の定めるところによります。これらに反する行為が発覚した場合、交付決定を取消
し、補助金が交付されている時は期限を付して当該補助金の全部または一部の返還及び加算金の納付を求めます。
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１．効果報告について
補助金の交付を受けた事業者は、補助事業終了後（省力化製品の導入後）から３年の間、過去１年間の事業実施効果等についての報告を行
う必要があります。
効果報告が提出されなかった場合、交付決定の取消しを行うことがあります。事務局が定める期限までに必ず効果報告を行ってください。
※賃貸借契約により省力化製品を導入した場合については別途定めます。

２．効果報告対象者
①2025年3月31日までに、補助金の交付を受けた補助事業者（中小企業等）
※2025年度～2027年度までの３年間の効果報告が必要になります。

３．2026年度の効果報告受付期間
2026年度報告｜2026年4月1日（水）～2026年6月30日（火）24：00

４．報告方法
申請マイページから補助事業者（中小企業等）が行ってください。※販売事業者の手続きはありません。

②2025年4月1日～2026年3月31日までに、補助金の交付を受けた補助事業者（中小企業等）
※2026年度～2028年度までの３年間の効果報告が必要になります。

2024年4月 2025年4月 2026年4月 2027年4月
効果報告（１回目） 効果報告（２回目） 効果報告（３回目）

効果報告対象者 効果報告期間

2025年4月 2026年4月 2027年4月 2028年4月
効果報告（１回目） 効果報告（２回目） 効果報告（３回目）

効果報告対象者 効果報告期間

補助金の交付

補助金の交付
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５．効果報告における注意点

 交付決定の取消し
効果報告の結果を踏まえて、以下のいずれかに該当すると認められた場合は、補助金の返還又は収益納付が発生する場合があります。
• 省力化を通じて人員整理・解雇を行っていた場合
• 故意に達成する見込みの無い事業計画を策定していた、意図的に省力化製品を未使用のまま放置していた等、補助事業者の故意・過失
が原因で労働生産性の向上に係る目標が未達となった場合

• 賃上げによる補助上限額の引き上げを適用後、賃金を引き下げていた場合
• 本事業の成果により収益が得られたと認められる場合（「２－２．収益納付」を参照してください。）

 実地検査
実績報告の提出を受けてから効果報告期間が終了するまで（３回目の効果報告を行うまで）の間に、省力化製品が事業所に導入されてい
ることの実地検査を行います。（補助額の確定以前に行われる場合もあります。）

実地検査において、以下の例など申請時の事業計画と異なる実態であることが確認された場合は、交付決定の取消しとなります。
・事業計画で記載された事業場内で省力化製品が使われていない又は存在が確認できない
・事業計画に反し、公募要領２－４に記載の補助金等の重複となる事業に省力化製品を用いている
※実地検査に当たっては、事前に事務局から日時を連絡するので、当日は省力化製品の設置場所に案内を行ってください。
※賃貸借契約により省力化製品を導入した場合の実地検査については別途定めます。

１．効果報告について 6
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 省力化製品を導入した所在地
 省力化製品の財産処分の有無
 販売事業者からのサポートの有無
及びその内容

 導入製品の使用について
• 1週間のうちの稼働日数
• 1台につき1日あたりの稼働時間
• 省力化製品の使用状況
• 人手不足の改善状況

 決算年月
 売上高
 原価
 販売管理費
 減価償却費
 人件費
 流動資産及び固定資産
 流動負債及び固定負債

決算情報

事業計画の達成状況

 役員・従業員数
 労働生産性未達の要因（内的要
因・外的要因）
※未達の場合のみ

 計画数値未達の改善方法
※未達の場合のみ

 最低賃金
 補助事業を実施した事業場の都道
府県

 最低賃金賃上げの未達理由
※大幅な賃上げを行う場合の補助
上限額を適用した事業者で、未達
の場合のみ

 給与支給総額
 給与支給総額の賃上げ未達理由
※大幅な賃上げを行う場合の補助
上限額を適用した事業者で、未達
の場合のみ

 役員・従業員の総労働時間
 省力化を行う業務の状況
 年間営業日数

賃上げの実績等

省力化製品の稼働状況

６．効果報告の入力項目と添付書類
効果報告時には以下の内容をシステムに入力し、提出書類を添付していただきます。

① 省力化製品全体が映った写真
② 損益計算書
③ 貸借対照表

※大幅な賃上げの特例を適用し補助
上限額を引き上げた事業者のみ
④ 最低賃金者の賃金台帳
⑤ 全従業員の賃金台帳

提出書類一覧

１．効果報告について 7
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製品の設置場所が確認できるように、製品全体と背景を撮影してください。

• 省力化製品の全体が写った写真を撮影してください。
• 写真は貼り付けられたラベルが写るように、製品1台につき1枚以上撮影してください。
• 補助事業完了後、効果報告日までの1か月以内に撮影した写真を提出してください。

①省力化製品全体が映った写真（jpg, jpeg, png, PDF）

７．提出書類

2025年4月1日～2026年3月31日の期間おいて、期末を迎
えた直近1年間の決算に基づき提出してください。

• 「販売費及び一般管理費」の詳細項目が記載されてい
ない場合※、詳細項目がわかる資料をあわせて添付して
ください。

• 製品製造に係る賃金も人件費へ含めている場合は製造
原価報告書も添付してください。

• （個人事業主の場合）青色申告の場合は青色申告決算
書、白色申告の場合は収支内訳書を添付してください。

• 入力の際は決算書の単位と入力項目の単位に注意して
入力してください。

②損益計算書｜製造原価報告書（製品の製造に直接関わる業種の場合）（PDF）

②～⑤の書類については、対象となる年月に注意し、システムに入力する決算年月の書類であることをご確認ください。

１．効果報告について

※販売費及び一般管理費の詳細が不明な例
詳細がわかる資料を
ご提出ください。
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④最低賃金者の賃金台帳

報告日時点で直近となる年月を対象年月としてください。

• 補助事業を実施した事業場における最低賃金者の対象月1か月分を提出してください。
※実施場所が複数ある場合、最も事業場内最低賃金が低い事業場の賃金を用いてください。
※「事業場」に含む範囲は労働基準法における事業場の範囲と同一の考え方であり、場所を一つの単位として捉え、
同一場所にあるものは原則として一つの補助事業の実施場所として扱います。ただし、同一場所であっても著しく
業務内容や労働形態が異なる部門については、別の事業場として取り扱います。

報告日時点で直近となる年月を対象年月としてください。

• 全従業員の対象月1か月分を提出してください。

⑤全従業員の賃金台帳

2025年4月1日～2026年3月31日の期間おいて、期末を迎えた直近1年間の決算に基づき提出してください。

• 個人事業で白色申告の場合は提出不要です。
• 入力の際は決算書の単位と入力項目の単位に注意して入力ください。

③貸借対照表（PDF）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　　年　　　月　　　日現在　　　　　　　　　　　　　( 単位 ： 円 )

金　　額 金　　額

　[ 流 動 資 産 ] 　[ 流 動 負 債 ]

現　　　　金 支 払 手 形

預　　　　金 買　掛　金

受 取 手 形 短期借入金

売　掛　金 未　払　金

商　　　　品 預　り　金

短期貸付金 仮　受　金

前 払 費 用

未 収 入 金

　[ 固 定 負 債 ]

　[ 固定資産 ] 長期借入金

( 有形固定資産 )

建　　　　物

建物附属設備 負 債 合 計

車　　　　両

工器具備品

　[ 資　本　金 ]

　[ 準　備　金 ]

( 無形固定資産 )

電話加入権

　[ 剰　余　金 ]

( 投　資　等 ) 別途積立金

出　資　金 当期未処分利益

差入保証金 (うち当期利益)

　[ 繰 延 資 産 ]

資 本 合 計

資 産 合 計 負債 ・資本合計

貸　借　対　照　表

資 本 の 部

資 産 の 部 負 債 の 部

科　　　　　目 科　　　　目

１．効果報告について

（大幅な賃上げの特例を適用し補助上限額を引き上げた事業者のみ）（jpg, jpeg, png, PDF）

（大幅な賃上げの特例を適用し補助上限額を引き上げた事業者のみ）（jpg, jpeg, png, PDF）
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８．達成状況について
大幅な賃上げによる補助上限額引き上げを適用しており、最低賃金、給与支給総額が実績報告時点を下回っている場合、補助金額の返
還が必要になります。
ただし、その理由が天災などの事業者の責によらない場合、状況を示す資料を提出いただきます。以下のとおり理由書を作成してくだ
さい。理由となる事実が認められた場合、返還が免除されます。

天災などの事業者の責めに負わない理由により達成できなかった場合、
以下の2点がわかる資料として、HPに公表する【指定様式】理由書（その１・その２）をご提出ください。
 どのような被害にあったのかがわかる資料
 どのような影響があって要件を達成することができなかったのかがわかる資料

【提出書類の詳細】
 【指定様式】理由書（その１） どのような被害にあったのかがわかる資料 （jpg, jpeg, png, PDF）
以下、①もしくは②を証明するため事業者情報及び天災などにかかる情報を理由書（その１）に記載の上、提出してください。
①本社もしくは補助事業実施場所が激甚災害指定を受けている地域※であること
②本社もしくは補助事業実施場所が天災などにより被災したこと

※ 激甚災害指定を受けている「地域」とは、
・本激（地域を指定せず、災害そのものを指定）の場合、内閣府防災情報のページで「主な被災地」として掲載されている都道府県であること
・局激（市町村単位で災害を指定）の場合、政令で指定されている区域（市町村）であること

（参考）内閣府防災情報： https://www.bousai.go.jp/taisaku/gekijinhukko/list.htm

＜天災など事業者の責めに負わない理由による補助金返還免除について＞

 【指定様式】理由書（その２） どのような影響があって要件を達成することができなかったのかがわかる資料
天災などによって補助事業や補助事業実施場所にどのような影響があって達成することができなかったのかを理由書（その２）に
記載のうえ提出してください。ただし、補助事業者自身ではなく取引先が被災したこと（サプライチェーンの毀損）を理由とする
場合は、毀損により補助事業が受ける影響を記載してください。

（参考）理由の記載例
• 補助所業実施場所が全壊してしまい補助事業の遂行が困難になった。
• 補助事業実施場所等に影響はないが自身が避難していて事業が計画通り実施できなくなってしまった。
• 補助事業のために調達が必要な部品は製造できる職人が限られており、取引先の職人が被災したためサプライチェーンが毀損し、事業
が計画通り実行できなかった 等

１．効果報告について

※【指定様式】については、資料ダウンロード
のページからダウンロードお願いします。
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提出は、効果報告の画面から理由書の添付口に
添付してください。
P.25,26 参照

https://www.bousai.go.jp/taisaku/gekijinhukko/list.htm
https://shoryokuka.smrj.go.jp/catalog/download/
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１．財産処分
補助事業により取得する資産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（補助金適正化法）に基づき売却、転用、
破棄等の財産処分に制限が課されます。補助事業の終了後又は効果報告期間の終了後であっても、取得から一定の年数を経過する前に
財産処分を行う場合は、事務局の承認を受けた後、残存簿価相当額又は時価（譲渡額）を、当該処分財産に係る補助金額を限度に納付
する必要があります。
財産処分を行う場合、事前に【様式第8】財産処分承認申請書の提出が必要です。また、財産処分に伴い補助事業を廃止する場合には、
【指定様式】補助事業廃止承認申請書をあわせて提出してください。
※財産処分により補助事業の継続が困難となる場合には補助事業は廃止していただきます。

事務局の承認を受けること無く転売や貸し付け等を行った場合は、交付決定の取消しとなる可能性があります。
※詳しくは「財産処分の手続きについて」をご確認ください。

２．収益納付（2026年3月19日以降の申請については不要）
効果報告から、本事業の成果により収益が得られたと認められる場合には、受領した補助金の額を上限として収益納付しなければなり
ません。ただし、効果報告の対象年度の決算が赤字の場合は免除されます。

３．補助事業の廃止
補助金の交付後に補助事業の一部または全部を廃止せざるを得ない場合においては、「補助事業廃止承認申請書」の提出が必要です。
本事業のコールセンターまでご連絡ください。

４．立入検査
事務局は、補助事業の適切な遂行を確保するため、補助事業者等に対し、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若
しくは関係者に質問することがあります。その際には誠実なご対応をお願いいたします。

５．会計検査への対応
事務局からの検査に加え、会計検査院の実地検査の対象となる場合があります。

６．関係書類の保存
事務局へ提出する書類、補助事業の帳簿および証拠書類は、補助事業の完了（廃止の承認を受けた場合も含む）の日の属する年度の終
了後５年間、事務局の要求があったときは、いつでも閲覧できるように保存する必要があります。

２．効果報告期間と以降の注意点

※導入した省力化製品を研究開発のみに使用した場合に収益納付が必要となる可能性があります。（研究開発以外の事業に導入した
場合は収益納付は発生しません。）

※資料ダウンロードのページから様式を入手ください。

12

https://shoryokuka.smrj.go.jp/assets/pdf/property_disposal_procedure.pdf
https://shoryokuka.smrj.go.jp/catalog/download/
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３．システムの手続き



効果報告の手引き

１．効果報告の流れ

提出
効果報告 事務局審査 審査完了

不備・確認事項がある場合
差し戻し

メール
①効果報告の提出が完了したことを通知します。

②審査の結果、不備差し戻しがある場合に通知します。

③審査が完了した際に、通知します。

効果報告2回目 効果報告3回目

来年度4月以降 再来年度4月以降
初年度

①

②

③

ステータス

効果報告作成中

効果報告は以下の流れで行います。初年度（1回目）の報告が完了した後も、来年度（2回目）、再来年度（3回目）の報告があります。

効果報告の入力ができます。事務局からの差し戻し後もこちらのステータスに遷移します。

効果報告提出済 効果報告の提出が完了したことを示します。

３．システムの手続き 14



効果報告の手引き

手続きを進めることができます。

情報の閲覧ができます。

２．システムの画面説明

申請マイページ

❶宣誓・手引きー❷省力化製品の稼働状況ー❸財務状況ー❹事業計画の達成状況ー❺賃上げの実績ー❻確認

３．システムの手続き

申請マイページトップページの「効果報告」→「編集」
ボタンから開始してください。

15



効果報告の手引き

申請マイページ

❶宣誓・手引きー❷省力化製品の稼働状況ー❸財務状況ー❹事業計画の達成状況ー❺賃上げの実績ー❻確認

宣誓内容を確認のうえチェックをいれてください。

３．システムの手続き

効果報告を提出した後、詳細画面から確認できます。

16



効果報告の手引き

❶宣誓・手引きー❷省力化製品の稼働状況 ー❸財務状況ー❹事業計画の達成状況ー❺賃上げの実績ー❻確認

３．システムの手続き

交付申請時の内容が表示されています。ご確認ください。

17



効果報告の手引き

❶宣誓・手引きー❷省力化製品の稼働状況 ー❸財務状況ー❹事業計画の達成状況ー❺賃上げの実績ー❻確認

３．システムの手続き

導入先所在地の入力欄を増やすには「追加」ボタンで追加してください。

すでに省力化製品を処分している場
合は、チェックをいれてください。

省力化製品を導入している所在地
を入力してください。

補助事業完了後、効果報告日の1か
月以内に撮影した写真を添付してく
ださい。

18



効果報告の手引き

❶宣誓・手引きー❷省力化製品の稼働状況 ー❸財務状況ー❹事業計画の達成状況ー❺賃上げの実績ー❻確認

３．システムの手続き

販売事業者からサポートを受けているか、受けて
いないか、またその理由を選択してください。

導入した製品の使用について設問に回答してくだ
さい。

19



効果報告の手引き

❶宣誓・手引きー❷省力化製品の稼働状況 ー❸財務状況ー❹事業計画の達成状況ー❺賃上げの実績ー❻確認

３．システムの手続き

導入した製品の使用について設問
に回答してください。

20



効果報告の手引き

❶宣誓・手引きー❷省力化製品の稼働状況ー❸財務状況ー❹事業計画の達成状況ー❺賃上げの実績ー❻確認

３．システムの手続き

2025年4月1日～2026年3月31日まで
の間に期末を迎えている直近1年間
の決算情報

21

対象となる決算期が交付申請に提出
した決算期と同じ場合はチェックを
いれてください。３－２、３－３の
入力と添付が不要になります。

損益計算書に基づき入力してくださ
い。入力の単位にご注意ください。

減価償却費は応募申請時に入力し
た科目と同一のものを計上してくだ
さい。販売費および一般管理費に
製造原価報告書が含まれています。

人件費は応募申請時に入力した科
目と同一のものを計上してくださ
い。
人件費に含める代表的な計上科目
は、役員報酬、給与手当（臨時従
業員給与も含む）、法定福利費・
厚生費・賞与・雑給・退職金及び
退職給与引当金繰入れ、売上原価
に含まれる労務費などです。
※業務委託費、外注費は除く。
※詳細はよくある質問を参照。



効果報告の手引き

❶宣誓・手引きー❷省力化製品の稼働状況ー❸財務状況ー❹事業計画の達成状況ー❺賃上げの実績ー❻確認

３．システムの手続き

貸借対照表に基づき入力してください。
入力の単位にご注意ください。

22



効果報告の手引き

❶宣誓・手引きー❷省力化製品の稼働状況ー❸財務状況ー❹事業計画の達成状況ー❺賃上げの実績ー❻確認

３．システムの手続き

交付申請時に策定した計画値を表示し
ています。

役員・従業員数の合計を入力してください。
人件費以下の項目は３－２で入力した値が自動表示さ
れています。

23



効果報告の手引き

❶宣誓・手引きー❷省力化製品の稼働状況ー❸財務状況ー❹事業計画の達成状況ー❺賃上げの実績ー❻確認

３．システムの手続き

労働生産性の目標が未達成だった場合、未
達の要因について回答してください。

24



効果報告の手引き

❶宣誓・手引きー❷省力化製品の稼働状況ー❸財務状況ー❹事業計画の達成状況ー❺賃上げの実績ー❻確認

３．システムの手続き 25

効果報告日時点で直近となる月の事業場内
最低賃金を入力してください。
※事業場内最低賃金とは、補助事業を実施
する事業場内で最も低い賃金を指します。

賃上げの特例を適用し補助上限額を引
き上げた事業者は、その最低賃金者の
対象月１か月分の賃金台帳を添付して
ください。
（大幅な賃上げの特例を適用し補助上限額を引き上
げた事業者のみ表示）

上記最低賃金が、実績報告時の値を下
回っていた場合表示されます。未達の
要因について回答してください。

「天災など申請者の責によらない理由」
を選択した事業者は理由書によってその
根拠を示していただきます。
※理由書については本手引きP.10を参照。



効果報告の手引き

❶宣誓・手引きー❷省力化製品の稼働状況ー❸財務状況ー❹事業計画の達成状況ー❺賃上げの実績ー❻確認

３．システムの手続き

大幅な賃上げの特例を適用し補助上限額を
引き上げた事業者のみ給与支給総額の入力
が必要です。
効果報告日時点で直近となる月の給与支給
総額について入力をしてください。
※給与支給総額とは、全従業員に支払った
給与（所定内給与のみとし、賞与、福利厚
生費、法定福利費及び退職金は含まな
い。）をいい、役員報酬等は含まない。
※詳しくは、よくある質問を参照

全従業員分の対象月１か月分の賃金台帳を
添付してください。

上記給与支給総額が、実績報告時の値を下
回っていた場合表示されます。未達の要因
について回答してください。

役員・従業員の1年間の労働時間の合計を
入力してください。残業時間も含みます。

「天災など申請者の責によらない理由」を選
択した事業者は理由書によってその根拠を示
していただきます。
※理由書については本手引きP.10を参照。

26



効果報告の手引き

❶宣誓・手引きー❷省力化製品の稼働状況ー❸財務状況ー❹事業計画の達成状況ー❺賃上げの実績ー❻確認

３．システムの手続き

省力化を行う業務の状況について回答
してください。

27



効果報告の手引き

❶宣誓・手引きー❷省力化製品の稼働状況ー❸財務状況ー❹事業計画の達成状況ー❺賃上げの実績ー❻確認

提出完了後は事務局からの連絡をお待ちください。
審査にて不備がある場合、事務局より差し戻しま
すので速やかな対応をお願いします。

３．システムの手続き

最終確認画面です。
報告内容を確認してください。修正が
ある場合、修正ボタンから各ページに
戻り修正をしてください。

28



中小企業省力化投資補助事業
（カタログ注文型）

４．お問い合わせ



効果報告の手引き

１．お問い合わせ

中小企業省力化投資補助事業 コールセンター
お問い合わせの際は、予め各ページの掲載資料や「よくあるご質問（カタログ注文型）」
を確認のうえ、お問い合わせください。
・ナビダイヤル    0570-099-660 ※通話料がかかります
・IP電話等からのお問い合わせ先 03-4335-7595

お問合せ時間：9:30～17:30／月曜～金曜（土・日・祝日除く）
恐れ入りますが、繋がらない場合は、しばらくたってからおかけ直しください。

４．お問い合わせ 30

https://shoryokuka.smrj.go.jp/catalog/faq/
tel:0570-099-660
tel:0570-099-660
tel:0570-099-660
tel:0570-099-660
tel:0570-099-660
tel:03-4335-7595
tel:03-4335-7595
tel:03-4335-7595
tel:03-4335-7595
tel:03-4335-7595


効果報告の手引き 31改訂履歴

改訂日 改訂ページ 改訂箇所 改訂内容
2026/03/31 本手引きの公開

2026/04/28 P.8～P.10 7．提出書類 8．達成状況について 提出書類のファイル形式を追加
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